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第 ６ 号 

令和６年６月２０日 

海蔵地区市民センター 

ＴＥＬ ３３１－３２８４ 

ＦＡＸ ３３０－０２２２ 

かいぞう地区 検索 

回 覧 

                                           ７月主な行事予定 

紙芝居・絵本の読み聞かせ 

３日(水)13：30～14：30 

 
開催時間 10：00～11：30 

４日、１１日各木曜日 

２・３歳児 ２日(火) 

・海蔵地区くすの木サロン 

毎週火曜日 10：00～ 

・野田公会所 １９日(金)13：30～ 

１８日（木）阿倉川町         10:00～10:40 ピアゴ北側駐車場 

１８日（木）東阿倉川町１区      10:50～11:20 公文式あくら川教室前 

１９日（金）みゆきヶ丘二丁目   13:30～14:10 自治会管理駐車場 

３０日（火）海蔵地区市民センター 10:00～10:30 センター駐車場 

★日 時  ７月１５日（月・祝）１０：００～１１：００ 
★開催場所  三ツ谷公会所 
★内   容  脱水・熱中症予防について  
★対   象  おおむね６５歳以上の方 
★持 ち 物  筆記用具、タオル、マスク、飲み物など各自必要なもの 
★申 込 み  当日、直接会場へお越しください 
      ※自由参加ですので、軽い体操ができる服装でお気軽にお越しください。 

※座談会はありません。 

参加費：無料 

申込み：不要 

【問合せ先】 海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ  ３３３－９８３７ 

かいぞう・はつらつ健康塾！ 

今回は、災害の時に役立つ『備蓄食品でポリ袋クッキング』を教えていただきます。 
皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。 

日 時：７月１４日（日） ９：３０～  場 所：海蔵地区市民センター ２階 調理室 
講 師：四日市ヘルスメイト会員     会 費：５００円（当日集金） 
募 集：先着１５名           持ち物：エプロン、三角巾、マスク着用 
献 立：ごはん、ひじきと切り干し大根の煮物、鯖とじゃが芋の味噌煮、 

きんぴらごぼう風、高野豆腐の煮物、小倉ういろう 
締 切：７月７日（日） 
申込先：婦人会 石﨑 朱美 ０９０－１５６５－１８２７ 
        矢田 花穂 ３４０－７６２３（但し１６：００以降） 
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ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている状

況等を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。 

新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の人も、

受講してください。 

 日 時 ６月２９日（土）１３：００～１６：００(講習会のみの人は１４：４０終了)  

＊講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。  

会  場 四日市市三浜文化会館（海山道町一丁目１５３２－１） 

定  員 保育の都合により、２０名程度といたします。(先着順に受け付けます)  

申込方法 電話にてお申し込みください。 

保  育 あり/無料（保育対象：満６か月～）※事前にお申し込みください。 

申込先・問合せ先 四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ ３２３－００２３ 

（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場無料  
申込み不要 

 下記の日時・場所で開催します。お気軽にお集まりください。 

・７月１９日（金）１９：００～２１：００ 海蔵地区市民センター 

・８月２３日（金）１９：００～２１：００ 三ツ谷公会所 

・９月１３日（金）１９：００～２１：００ 阿倉川新町集会所 

【海蔵地区人権・同和教育推進協議会】 

ネットでの誹謗中傷やデマがたいへん大きな問題となっています。ネット上の誹謗中傷

により、命まで落とす人もいますし、社会的に大きなダメージを受けることもあります。 

今回の地区懇談会では、根拠の無い誹謗中傷により、大きな被害を受け続けながらも、誹

謗中傷と闘い、乗り越えていく経験をお持ちのスマイリーキクチさんの経験を基に、「イン

ターネットと人権」について皆さんと一緒に考えたいと思います。 

 

１年間お世話になります。よろしくお願いします。 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

会 長 太田 南海雄 イベント係 堀木 弓 

副会長 舘 初美 イベント係 山部 純子 

会 計 伊藤 直子 イベント係 奥村 町子 

書 記 今村 まき江 

 
※風の家さんにもお手伝いいただいています。 

※お手伝いしていただける方を募集しています。 

【問合せ先】 舘 初美 ＴＥＬ ３３１－６７６２ 
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７月は「社会を明るくする運動」強調月間です 
この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解

を深め、明るい社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さま
のご協力をお願いします。 
また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司で

す。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。 

結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するため、結婚祝金を交付しています。 
ぜひご活用ください。 
■対 象：次の条件をすべて満たす人 
（１）令和５年４月１日以降に結婚した夫婦 
    ※婚姻届出日から６カ月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。 
（２）婚姻届提出日時点で、夫婦ともに３９歳以下で、いずれもこの結婚祝金の交付を受け

ていない方 
（３）結婚祝金の交付を申請する時点で、夫婦が本市に居住し住民登録がある方 
（４）結婚祝金の交付決定日から２年以上、夫婦が本市に定住する意思がある方 
（５）夫婦ともに税金を完納している方 
■交付額：１夫婦あたり１０万円 
■申 請：次の書類を直接、または郵送で、〒510-8601 こども未来課（総合会館３階）へ 
（１）結婚祝金交付申請書 
（２）夫婦の戸籍謄本（夫婦ともに外国籍の方は婚姻届の受理証明書） 
（３）住民票（世帯全員または夫婦） 
（４）夫婦それぞれの完納証明書（四日市市が発行するもの） 

※完納証明書は市役所２階市民税課で取得してください。各地区市民センター、市民
窓口サービスセンターでは取得できませんので、ご注意ください。 

■申請期間：婚姻届出日から６か月以内 
■その他：結婚祝金交付申請書は、こども未来課のほか、市民課、市民窓口サービスセンタ

ー、各地区市民センター（中部を除く）でお渡ししています。市ホームページか
らも入手できます。 

【問合せ先】 こども未来課 ＴＥＬ ３５４－８０３８  

二次元コード➡ 
市ホームページ  

「四日市市結婚祝金給付制度のご案内」 

四日市市では、市民の皆さんに消費をはじめ生活全般に関して役立つ知識をお伝えするた
め、消費者講座を開催しています。 
第２回は、自分はだまされないと思っていても、被害が後を絶たない特殊詐欺の様々な手口

と被害を防ぐ対策について、寸劇や動画をまじえながら、わかりやすくお話しいただきます。 
 ■日 時   ７月１１日（木）１４：００〜1５：３０ 
■場 所   四日市市地場産業振興センター（じばさん）５階 大研修室 
■講 師   四日市南警察署 生活安全課 
■テーマ   「特殊詐欺の手口と対策」 
■定 員   ５０名（事前申込不要） 
■参加料   無料 

【問合せ先】 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ ３５４－８１４７ 
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困ったら 一人で悩まず 行政相談 
役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありません

か？ 

そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。 

行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務

に対する困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じ

て、関係行政機関にあっせんを行います。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、

行政の制度・運営の改善に生かす制度です。 

毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、７

月は橋北地区市民センターで実施します。 

年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。 

 日 時  ７月１６日（火）１３：００～１６：００   

場 所  橋北地区市民センター 会議室 

   ※橋北地区以外の方のご相談にも応じます。 

 「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの

身近な相談相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。 

 【問合せ先】 市民協働安全課 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ ３５４－８１４７ 

【問合せ先】 保健企画課 ＴＥＬ ３５４－８２８１ 

 

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会

など）にかかる経費の一部を補助します。 

１．対象事業 

  ４月２２日（月）～ 令和７年３月３１日（月）に実施される事業 

  （※同一申請者(団体)による申請は、一年度２回までとします） 

２．応募資格 

  市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など 

３．補助限度額 

  ６万円  ※①～③の合計で６万円を上限とする 

① 講師等報償費（上限３万円、全額補助） 

② 事業にかかる事務費（上限５千円、全額補助） 

③ 要約筆記及び手話通訳の報償費、託児・託老にかかる委託料（上限３万円、全額補助） 

４．募集スケジュール 

  ４月２２日（月）～ １２月２７日（金）注：保健企画課 必着 

必要書類を、郵送か直接、保健企画課（総合会館４階）へご提出ください。申請の内容を

審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。 

５．応募書類 

  募集要項は各地区市民センター、市民窓口サービスセンター、あさけプラザ、なやプラ

ザにあります。申請書類一式については保健企画課からお送りしますので、ご連絡くだ

さい。募集要項等の応募に必要な書類は、市のホームページからもダウンロードできま

す。   


